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2012年 9月 19日 

「防災塾・だるま」 

 

「神奈川県地震災害対策推進条例（仮称）」骨子案 

についての意見書 

 

 

本条例骨子案に関し、下記の観点から意見を提出いたします。 

（骨子案について、修正及び追加意見を朱書いたします。） 

 

１．責務について 

  平成24年4月に修正された「神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）」を着実に推進するため、本条

例が制定されるものであり、関係者の責務を適切に定めることが重要と考えます。 

 

そのため、＜４ 責務＞についての記述を下記に修正することが望ましいと考えます。 

   → 知事、県民及び事業者の責務として、次の事項を遂行しなければならない。 

   → （１） 知事の責務 

    

 

２．地震防災に関する「情報の整備と教育」について 

  地震災害に関しては、｢定期的に情報を整備する｣こと及び「学校教育」の推進を強調することが必要と考

えます。 

 

そのため、＜５ 基本的な対策 （２）地震防災に関する知識の普及＞についての記述を下記に修正するこ

とが望ましいと考えます。 

   → イ 県は、地震災害に関する調査等を基に、地震災害を回避するため定期的に情報を整備し、県民

にわかりやすく提供する。 

   → ウ 県は、市町村等と連携し、地震防災に関する教育（学校教育、社会教育）の推進を図る。 

 

 

３． 火災対策と液状化対策について 

   地震災害の基本的な対策のひとつとして津波対策が取上げられています、同様に火災対策及び液状化

対策も網羅すべきと考えます。 

 

   そのため、＜５ 基本的な対策＞に「火災対策」と「液状化対策」の項目を追加することガ望ましいと考え

ます。 

→ 火災対策 

       ア 県民は、自主防災組織と連携し、住居火災の最小化のため、初期消火に努める。 

   イ 事業者は、事業所火災の最小化のため、初期消火に努める。 

→ 液状化対策 

       ア 県は、液状化の想定される地域の情報の公開に努める。 

 

以上 


